
①サービス付き 

高齢者向け住宅 
②有料老人ホーム ③養護老人ホーム ④軽費老人ホーム 

⑤認知症高齢者 

グループホーム 

根拠法 高齢者住まい法第５条 老人福祉法第29条 老人福祉法第20条の4 
社会福祉法第65条 

老人福祉法第20条の6 

老人福祉法第5条の2 

第６項 

基本的性格 高齢者のための住居 高齢者のための住居 
環境的、経済的に困窮
した高齢者の入所施設 

低所得高齢者のための
住居 

認知症高齢者のための
共同生活住居 

定義 

状況把握サービス、生
活相談サービス等の福
祉サービスを提供する
住宅 

①入浴、排せつ又は食
事の介護、②食事の提
供、③洗濯、掃除等の
家事、④健康管理のい
ずれかをする事業を行
う施設 

入居者を養護し、その
者が自立した生活を営
み、社会的活動に参加
するために必要な指導
及び訓練その他の援助
を行うことを目的とす
る施設 

無料又は低額な料金で、
食事の提供その他日常
生活上必要な便宜を供
与することを目的とす
る施設 

入浴、排せつ、食事等
の介護その他の日常生
活上の世話及び機能訓
練を行う住居共同生活
の住居 

介護保険法上 

の類型 

なし 

※外部サービスを活用 
特定施設入居者生活介護 

認知症対応型 

共同生活介護 

主な設置主体 
限定なし 

（営利法人中心） 

限定なし 

（営利法人中心） 

地方公共団体 

社会福祉法人 

地方公共団体 

社会福祉法人 

知事許可を受けた法人 

限定なし 

（営利法人中心） 

対象者 

次のいずれかに該当する
単身・夫婦世帯 

・60歳以上の者 

・要介護/要支援認定を受
けている60歳未満の者 

老人 

※老人福祉法上、老人
に関する定義がないた
め、解釈においては社
会通念による 

65歳以上の者であって、
環境上及び経済的理由
により居宅において養
護を受けることが困難
な者 

身体機能の低下等により
自立した生活を営むこと
について不安であると認
められる者であって、家
族による援助を受けるこ
とが困難な60歳以上の者 

要介護者/要支援者で
あって認知症である者
（その者の認知症の原
因となる疾患が急性の
状態にある者を除
く。） 

１人当たり面積 25㎡ など 13㎡（参考値） 10.65㎡ 
21.6㎡（単身） 

31.9㎡（夫婦）  など 
7.43㎡ 

件数※ 
4,555件 (H26.3.31) 8,499件(H25.7) 953件(H24.10) 2,182件(H24.10) 12,124件(H25.10) 

特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設： 4,436件(H25.10) 

定員数※ 
146,544戸 (H26.3.31) 349,975人(H25.7) 65,113人(H24.10) 91,474人(H24.10) 176,900人(H25.10) 

特定施設入居者生活介護（予防を含む）を受けている利用者数： 187 千人(H25.10) 

補助制度等 整備費への助成 なし なし 定員29人以下：整備費等への助成 

※：①: サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム調べ、②: 厚生労働省老健局調べ、③・④: 社会福祉施設等調査（基本票）、⑤特定施設: 介護給付費実態調査（「定員数」の値については利用者数） 

高齢者向け住まい・施設の概要 

2 

070642
スタンプ

072181
テキストボックス


072181
１



１．制度の目的

○ 老人福祉法第29条第１項の規定に基づき、老人の福祉を図るため、その心身の健康保持及び生活の安定のために必要な措
置として設けられている制度。

○ 設置に当たっては都道府県知事等への届出が必要。なお、設置主体は問わない（株式会社、社会福祉法人等）。

○ 介護保険制度における「特定施設入居者生活介護」として、介護
保険の給付対象に位置付けられている。ただし、設置の際の届出
とは別に、一定の基準を満たした上で、都道府県知事・指定都市
市長・中核市市長の指定を受けなければならない。

３．提供する介護保険サービス

○ 老人を入居させ、以下の①～④のサービスのうち、いずれかのサー
ビス（複数も可）を提供している施設。

２．有料老人ホームの定義
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入居定員（左軸） 施設数（右軸）

有料老人ホーム施設数・定員数の推移

16,543

※ 法令上の基準はないが、自治体の指導指針の標準モデルである「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」では居室面積等の基準を
定めている(例：個室で１人あたり13㎡以上等)

有料老人ホームの概要
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